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資料－13 

災害時等における無人航空機の運用に関する協定 

 

 たつの市（以下「甲」という。）と㈱T&T JUAVAC ドローンエキスパートアカデミー兵庫校

（以下「乙」という。）とは、災害時等における無人航空機の運用に関し、次のとおり協定を

締結する。 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、災害時等における無人航空機による災害情報の収集等の業務に関し、

甲が乙に協定を要請する場合の必要な事項を定めるものとする。 

 （協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において情報収集等のため必要があると認める場合は、乙に対して協

力を要請することができる。 

 （協力業務の範囲） 

第３条 前条の規定による甲の要請により、乙が協力する業務（以下「協力業務」という。）

は、次に掲げる業務とする。 

（１）災害対応等に必要な映像、画像等の情報収集に関する業務 

（２）災害地図の作成等の災害支援に関する業務 

（３）その他甲が必要と認める業務 

２ 乙は、特別の理由があるときは、前条の規定による甲の要請に協力しないことができる。

この場合においては、乙は、この協定の違反等の責任を負わないものとする。 

 （協力要請書） 

第４条 第２条の規定による甲の要請は、協力業務の内容、実施場所及び実施期間その他必

要事項を明らかにした協力要請書（別記様式）を乙に交付することにより行うものとする。

ただし、緊急を要するときは、電話等により要請し、事後において速やかに協力要請書を

提出することにより当該要請をすることができるものとする。 

 （協力業務の実施） 

第５条 乙は、協力要請書の提出を受けたときは、直ちに協力業務に必要な無人航空機及び

資機材並びに人員を出動させ、甲が指定する指揮者の指示に従い協力業務を実施するもの

とする。 

 （安全の確保等） 

第６条 甲が指定する指揮者は、乙の構成員に対し、協力業務の内容に応じ安全の確保等に

十分配慮するものとする。 

 （業務報告） 

第７条 乙が第５条の規定により協力業務を実施したときは、当該協力業務の完了後速やか

に、その実施した協力業務の内容を甲に報告するものとする。 

 （映像等の所有権） 

第８条 この協定に基づく協力業務による映像、画像等の所有権は、甲に帰属するものとす

る。 

２ 乙は、協力業務により撮影した映像を、甲の許可なくインターネット、テレビ放送その

他の特定の発信者から不特定多数の受け手へ向けての情報伝達手段で公開しないものとす

る。 

 （費用負担） 

第９条 協力業務に実施に要する費用の負担については、甲乙協議の上、決定するものとす

る。 
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 （協力業務の責任負担） 

第１０条 協力業務の実施において発生した事故の一切の責任は乙が負い、乙の名において

誠実に処理しなければならない。 

２ 乙は、収集した情報の正確さに最大限配慮するものとする。 

３ 収集した情報の利用は、甲が指定する指揮者が判断を行い、乙は責任を負わない。 

 （平常時の準備） 

第１１条 乙は、無人航空機の運用方法等をマニュアルに定めるとともに、平常時から乙の

構成員の無人航空機の活用技術の維持向上に努め、災害時における緊急連絡体制を整備す

るものとする。 

 （訓練の参加） 

第１２条 乙は、この協定による協力業務が円滑に行われるよう、甲が行う防災訓練等への

参加に努めるものとする。 

 （実施細目） 

第１３条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙協議の上、別に定める。 

 （協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙

協議の上、定めるものとする。 

 （有効期間） 

第１５条 この協定は、協定の締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書で

協定の解除を通知しない限り、その効力を持続するものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 平成３０年 ５月１６日 

 

          甲 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 

            たつの市 

 

             たつの市長 山 本   実 

 

          乙 兵庫県佐用郡佐用町豊福２７８番地 

            ㈱T&T JUAVAC  

ドローンエキスパートアカデミー兵庫校 

 

 校 長   田 中  稔 朗 

 

 

  




